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報告第 ４ 号 

 

専決処分の報告について 

 

 平成２６年度燕市一般会計補正予算（第６号）を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により承認を求める。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕  市 長  鈴 木   力    
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諮問第 ３ 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

     住  所   燕市分水文京町９１番地 

     氏  名   高 橋 耕 二 

               昭和２０年 ３ 月２９日生 
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諮問第 ４ 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

     住  所   燕市溝古新７９番地 

     氏  名   古 谷 陽 子 

               昭和３２年１１月１４日生 
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議案第 ６７ 号 

 

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

新潟県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出 

                 燕 市 長  鈴 木   力 

 

   新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 新潟県市町村総合事務組合規約（平成16年総行市第30号許可）の一部を次

のように変更する。 

  

別表第 2 の 2 の項及び 3 の項中「十日町市」の次に「、見附市」を、「三

条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合」の次に「、新潟県中越福

祉事務組合」を加える。 

 

   附 則 

この規約は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 ６８ 号 

 

燕市男女共同参画推進条例の制定について 

 

 燕市男女共同参画推進条例を次のように制定するものとする。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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燕市男女共同参画推進条例 

 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第8条) 

第2章 基本的施策(第9条―第24条) 

第3章 男女共同参画推進審議会(第25条) 

第4章 雑則(第26条) 

附則 

すべての男女が性別にかかわりなく、個々の人権が尊重され、家庭、職場、

学校、地域等のあらゆる状況において、生涯にわたり、その個性と能力を十

分に発揮し、心豊かに生活できる社会の実現は、誰もが望むことである。 

燕市では、これまで、市民の意識を把握しながら、男女共同参画社会の実

現に向けた様々な施策を展開してきた。 

しかしながら、社会制度、社会慣習等における固定的性別役割分担がいま

だ根強く存在しており、さまざまな分野で男女が共に責任を分かち合い、支

え合う男女共同参画社会を実現するには一層の努力が必要である。 

また、少子化の進行による人口減少、家族形態の多様化その他社会情勢の

著しい変化に柔軟に対応し、住みよい環境づくりを進めるためには、すべて

の市民は、人生における仕事と生活を調和する必要があり、家庭をはじめ職

場、学校、地域等での男女共同参画社会の実現に向けた更なる取組が求めら

れている。 

こうした状況を踏まえ、長い歴史の中で、男女が互いに支え合いながら、

世界に誇る金属加工技術で発展を遂げてきた燕市は、市民及び事業者と協働

で男女共同参画社会を実現することを決意し、この条例を制定する。 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市

民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関す
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る基本的施策を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を均等に享受すること

ができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正

するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。 

(3) 市民 市内に居住し、又は市内へ通勤し、若しくは通学する全ての個

人をいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

(5) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により相

手方を不快にさせること又は性的な言動を受けた相手方の対応を理由と

して当該相手方に精神的、経済的その他の不利益を与えることをいう。 

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人等の親密な関係にある

者への身体又は精神に対する暴力的行為をいう。 

(7) ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和をいい、やりがいや充

実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地域社

会等においても子育て期、中高年期等の人生の各段階に応じた多様な生

き方を選択し、及び実現できることをいう。 

(基本理念) 

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなけ

ればならない。 

(1) 男女は、平等な存在であり、男女の個人としての尊厳が重んぜられ、

性別による差別的取扱を受けず、個人として能力を発揮する機会が確保
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(1) 男女は、平等な存在であり、男女の個人としての尊厳が重んぜられ、

性別による差別的取扱を受けず、個人として能力を発揮する機会が確保

され、男女の人権が尊重されること。 

(2) 固定的性別役割分担意識を反映した制度又は慣行が、男女の社会にお

ける自由な活動の選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮される

こと。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、家庭、職場、学校、地域その他

の社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介

護その他の家庭生活における活動及び当該活動以外の活動を両立して行

うことができるようにすること。 

(5) 男女の対等な関係の下に、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産

その他の性及び生殖に関して、自らの意思が尊重され、生涯にわたり健

康な生活を営むことができるようにすること。 

(6) 国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的

な理解及び協調の下に行われること。 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっと

り、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下

同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。 

2 市は、男女が職場における活動に平等に参画する機会の確保及びワー

ク・ライフ・バランスに配慮し、家庭、職場、学校、地域その他の社会の

あらゆる分野において男女共同参画を積極的に推進するよう努めなければ

ならない。 

3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に実施するに当たり、

市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携して取り組まなければなら

ない。 

(市民の責務) 
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第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社

会のあらゆる分野において、主体的かつ積極的に男女共同参画の推進に努

めるものとする。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

(事業者の責務) 

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職場における活動に平等に

参画する機会の確保及びワーク・ライフ・バランスに配慮し、その事業活

動において、平等に能力を発揮できる機会の確保や、男女共に子育て、介

護その他の家庭生活及び職業生活が両立して行えるよう職場環境の整備に

努めるものとする。 

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよ

う努めるものとする。 

(性別による人権侵害の禁止) 

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野にお

いて、性別による差別的取扱、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティ

ック・バイオレンスその他の行為により男女の人権を侵害してはならない。 

(表現上の留意事項) 

第8条 何人も、広く市民及び事業者に情報を提供する場合において、性別

を理由とする権利侵害を助長する表現を行わないよう努めなければならな

い。 

第2章 基本的施策 

(男女共同参画基本計画) 

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するため、男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を策定す

るものとする。 

2 市長は、基本計画を策定するときは、あらかじめ、第25条第1項の規定に

より設置する燕市男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならない。 
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3 市長は、基本計画を策定したときは、これを速やかに公表するものとす

る。 

4 前2項の規定は、基本計画を見直し、又は変更する場合について準用する。 

(年次報告) 

第10条 市長は、毎年度、男女共同参画の推進状況について報告書を作成し、

これを公表するものとする。 

(調査及び研究) 

第11条 市は、男女共同参画の推進に関して必要な調査及び研究を継続的に

行うものとする。 

(広報、啓発活動等) 

第12条 市は、基本理念について市民及び事業者の理解を図るため、広報、

啓発活動、情報提供その他の適切な措置を講じなければならない。 

(推進体制) 

第13条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、

及び推進するために必要な財政上の措置及び推進体制の整備に努めるもの

とする。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第14条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定

及び実施に当たっては、基本理念に配慮しなければならない。 

(附属機関等における委員の構成等) 

第15条 市は、附属機関等の委員を委嘱し、又は任命する場合には、男女の

委員の数の均衡を図るよう努めるものとする。 

2 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任

命権者をいう。)は、女性の職域の拡大及び能力向上の機会の確保に努め、

性別にかかわらず、職員の能力及び意欲に応じた登用を図るよう努めるも

のとする。 

(人材の育成) 

第16条 市民及び事業者は、社会のあらゆる分野での活動に女性の参画が促

進されるよう人材の育成及び発掘に努めるものとする。 
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2 市は、市民及び事業者における人材の育成の取組を支援するため、情報

及び積極的な学習機会の提供に努めなければならない。 

(雇用の分野における男女共同参画の推進) 

第17条 市は、雇用の分野における男女共同参画を推進するため、事業者に

対し、情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

2 市は、男女共同参画の推進に関し必要があると認めるときは、事業者に

対し、男女共同参画の状況その他の必要な事項について報告を求めること

ができる。 

(教育の分野における男女共同参画の推進) 

第18条 市は、家庭教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる生涯学習の

領域において、男女共同参画を推進するために必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

(防災の分野における男女共同参画の推進) 

第19条 市は、災害復興を含む防災の分野において、男女共同参画の視点に

立って、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(商工業及び農林業の分野における男女共同参画の推進) 

第20条 市は、商工業及び家族経営的な農林業の分野において、男女の経営

における役割が適正に評価されるとともに、男女が社会の対等な構成員と

して、自らの意思によって経営又はこれに関連する活動に参画できる機会

を確保するため、環境の整備に努めるものとする。 

(市民及び事業者への支援) 

第21条 市は、市民及び事業者が自主的に行う男女共同参画の推進に関する

活動を促すため、市民及び事業者との連携及び協働に努めるとともに、情

報提供その他の必要な措置を行うものとする。 

(家庭生活への支援) 

第22条 市は、家族を構成する男女が、共に家事、子育て、介護その他の家

庭生活における活動に家族の一員としての役割を果たすとともに、家庭生

活と社会生活を両立できるよう必要な支援及び情報提供を行うものとする。 

(相談窓口の設置) 
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第23条 市長は、性別による人権侵害について、市民及び事業者からの相談

を受けるため、相談窓口を設置するものとする。 

2 市長は、前項の規定による相談を受けたときは、必要に応じて関係行政

機関と連携して適切な措置を講ずるものとする。 

(施策に関する意見の申出) 

第24条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策

又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、

市長に意見を申し出ることができる。 

2 市長は、前項の規定による意見の申出を処理するに当たって必要がある

と認めるときは、次条の規定により設置する燕市男女共同参画推進審議会

の意見を聴くものとする。 

第3章 男女共同参画推進審議会 

(設置等) 

第25条 男女共同参画を総合的かつ効果的に推進する上で必要な事項を審議

するため、燕市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次の事項について、市長の諮問に応じ調査及び審議する。 

(1) 男女共同参画の推進に関する基本的事項及び重要事項に関すること。 

(2) 基本計画に関し、第9条第2項に規定する事項を処理すること。 

(3) 施策に関する意見の申出に関し、前条第2項に規定する事項を処理す

ること。 

3 審議会は、前項各号に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し、

市長に意見を述べることができる。 

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、

規則で定める。 

第4章 雑則 

(委任) 

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 
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(施行期日) 

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(基本計画の特例) 

2 この条例の施行日前に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第

14条第3項の規定により定められた計画は、第9条第1項の規定により策定

された基本計画とみなす。 

(燕市附属機関設置条例の一部改正) 

3 燕市附属機関設置条例(平成20年燕市条例第2号)の一部を次のように改正

する。 

別表中 

「 

市長 燕市行政改革推進

委員会 

市長の諮問に応じ、市の行政改革の

推進に関する重要事項を調査し、及

び審議すること。 

市長 燕市男女共同参画

推進委員会 

市長の諮問に応じ、燕市男女共同参

画に関する基本計画の策定及びその

推進に関する事項を協議すること。 

」 

を 

「 

市長 燕市行政改革推進

委員会 

市長の諮問に応じ、市の行政改革の

推進に関する重要事項を調査し、及

び審議すること。 

」 

に改める。 
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議案第 ６９ 号 

 

燕市障がい者地域生活支援センター条例の一部改正について 

 

 燕市障がい者地域生活支援センター条例（平成１９年燕市条例第３４号）

の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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燕市障がい者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例 

 

燕市障がい者地域生活支援センター条例（平成 19 年燕市条例第 34 号）の

一部を次のように改正する。 

 

第 4 条第 1 項中「児童福祉法第 6 条の 2」を「児童福祉法第 6 条の 2 の

2」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。 
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議案第 ７０ 号 

 

燕市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

運営に関する基準を定める条例の制定について 

 

 燕市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例を次のように制定するものとする。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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燕市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例 

 

目次 

第1章 総則(第1条―第3条) 

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準(第4条) 

第2節 運営に関する基準(第5条―第34条) 

第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 

第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準(第37条) 

第2節 運営に関する基準(第38条―第50条) 

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条) 

第4章 雑則(第53条) 

附則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第 1条  この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下

「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものと

する。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)

において使用する用語の例による。 

(一般原則) 

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保

育施設等」という。)は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育

又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成
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長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければ

ならない。 

2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校

就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの

立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めな

ければならない。 

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校

就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措

置を講ずるよう努めなければならない。 

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準 

(利用定員) 

第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利

用定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。)の数を20人以上とする。 

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に

応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定め

るものとする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども

の区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の

小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区 

 分 

(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
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(3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び

同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

第2節 運営に関する基準 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用の申込みを行った支給認定保護者(以下「利用申込者」

という。)に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、

利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利

用申込者の同意を得なければならない。 

2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利

用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供すること

ができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交

付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申

込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供

を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定

教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法) 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により
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一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファ

イルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に

係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。 

5 特定教育・保育施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者か

ら文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が

あったときは、当該利用申込者に対し、第1項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前

項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第6条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教

育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本

方針等に基づく選考その他公正な方法(第4項において「選考方法」とい
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う。)により選考しなければならない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる

小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している

同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

もの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第2号又は第3号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、支

給認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。 

4 前2項の特定教育・保育施設は、選考方法をあらかじめ支給認定保護者に

明示した上で、選考を行わなければならない。 

5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適

切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保

育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第7条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法

第42条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、協力し

なければならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。)は、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項(同法附則第73条第1項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及

び要請に対し、協力しなければならない。 

(受給資格等の確認) 

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

支給認定保護者の提示する支給認定証によって、支給認定の有無、支給認

-21-



定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区

分、支給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。 

(支給認定の申請に係る援助) 

第9条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の

申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに支給認定の

申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認

定保護者が受けている支給認定の有効期間の満了日の30日前には行われる

よう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得な

い理由がある場合には、この限りではない。 

(心身の状況等の把握) 

第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給

認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施

設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

(小学校等との連携) 

第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、

支給認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施

設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、

支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、

地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努め

なければならない。 

(教育・保育の提供の記録) 

第12条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、

内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

(利用者負担額等の受領) 

第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育(特別利用保育及び特別利

用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提供した際は、支

給認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(法第27条第3項

第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあ

-22-



っては法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教

育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する市町村が定める額とす

る。)をいう。)の支払を受けるものとする。 

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護

者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条

第3項第1号に規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用

を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)をいい、当

該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条

第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に

特別利用保育に要した費用の額)を、特別利用教育を提供する場合にあっ

ては同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該

現に特別利用教育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払

を受けるものとする。 

3 特定教育・保育施設は、前2項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要で

あると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として

見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額

の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額

の支払を支給認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する

費用 

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前

子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第2号に掲げる小

学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。) 
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(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜

に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とさ

れるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当

と認められるもの 

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付し

なければならない。 

6 特定教育・保育施設は、第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は、あ

らかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求

める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に

対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第4

項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要し

ない。 

(施設型給付費等の額に係る通知等) 

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る

施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下こ

の項において同じ。)の支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し、当

該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない特定教育・

保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育

の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育

提供証明書を支給認定保護者に対して交付しなければならない。 

(特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況

等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こど
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も園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をい

う。以下同じ。)幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園

法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども

園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項に

おいて同じ。) 

(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施

設及び同条第9項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第

4号に掲げる事項 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の

規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容

に関する事項をいう。) 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省

令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚

生労働大臣が定める指針 

2 前項第2号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たって

は、同号に掲げるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を

踏まえなければならない。 

(特定教育・保育に関する評価等) 

第16条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支

給認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育

施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それ

らの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

(相談及び援助) 

第17条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に

対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わ

なければならない。 
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(緊急時等の対応) 

第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行って

いるときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

(支給認定保護者に関する市への通知) 

第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認定子ど

もの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、

又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知し

なければならない。 

(運営規程) 

第20条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておか

なければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 提供する特定教育・保育の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期

を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を

求める理由及びその額 

(6) 第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に

当たっての留意事項(第 6条第2項及び第3項に規定する選考方法を含

む。) 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項 

(勤務体制の確保等) 

第21条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・

保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。 

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教

育・保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特

定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

3 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。 

(定員の遵守) 

第22条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を

行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要

の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福

祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(掲示) 

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、

運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特

定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。 

(支給認定子どもを平等に取り扱う原則) 

第24条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社

会的身分、障害又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否か

によって、差別的取扱いをしてはならない。 

(虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法

第33条の10各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影
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響を与える行為をしてはならない。 

(懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、支

給認定子どもに対し児童福祉法第47条第3項の規定により懲戒に関しその

支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与

え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

(秘密保持等) 

第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、支給認定子どもに関

する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの

保護者の同意を得ておかなければならない。 

(情報の提供等) 

第28条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小

学校就学前子どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特

定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施

設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めな

ければならない。 

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場

合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

(利益供与等の禁止) 

第29条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第59条第1号に規定する

事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項におい

て「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保
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育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対

して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは

地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家

族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。 

(苦情解決) 

第30条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給

認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下

この条において「支給認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容等を記録しなければならない。 

3 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定

子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

4 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第14条

第1項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは特定教育・保育施

設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子ど

も等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

5 特定教育・保育施設は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市に報告しなければならない。 

(地域との連携等) 

第31条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその
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自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければ

ならない。 

(事故発生の防止及び発生時の対応) 

第32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載され

た事故発生の防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、

当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体

制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行う

こと。 

2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供

により事故が発生した場合は、速やかに市、当該支給認定子どもの家族等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

4 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供

により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ

ばならない。 

(会計の区分) 

第33条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事

業の会計と区分しなければならない。 

(記録の整備) 

第34条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存し

なければならない。 

-30-



(1) 第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当た

っての計画 

(2) 第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の

記録 

(3) 第19条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 

第3節 特例施設型給付費に関する基準 

(特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。この条において同じ。)が法第

19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに

対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子どもの総数が、第4条第2項第3号の規定により定められた法第19条第1項

第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものと

する。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、本章(第6条第

3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6

条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を

提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「同号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「同項第

1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と、
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「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とある

のは「同項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数」とする。 

(特別利用教育の基準) 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。次項において同じ。)が法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対

し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子どもの総数が、第4条第2項第2号の規定により定められた法第19条第1項

第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものと

する。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、本章(第6条第

3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6

条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第2号に掲

げる小学校就学前子どもの数」と、第13条第4項第3号中「除き、同項第2

号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限

る。)」とあるのは「除く。)」とする。 

第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準 

(利用定員) 

第37条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあっては、その利用

定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章におい

て同じ。)の数を1人以上5人以下、小規模保育事業Ａ型(家庭的保育事業等
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の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第28条に規定

する小規模保育事業Ａ型をいう。)及び小規模保育事業Ｂ型(同省令第31条

に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。)にあっては、その利用定員の数

を6人以上19人以下、小規模保育事業Ｃ型(同省令第33条に規定する小規模

保育事業Ｃ型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては、その利用定

員の数を6人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては、その利用定

員の数を1人とする。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保

育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育

事業所」という。)ごとに、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用

する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保

育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども

(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体

の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもと

し、共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等

をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及び

その他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない小学校就

学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとす

る。 

第2節 運営に関する基準 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用申込者に対し、第46条に規定する運営規程の概要、第42

条に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、

利用者負担その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事
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項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。 

2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付につい

て準用する。 

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受け

たときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、

当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、支給認定に基づき、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認めら

れる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

3 前項の特定地域型保育事業者は、前項の選考方法をあらかじめ支給認定

保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。 

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場

合その他利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を

提供することが困難である場合は、第42条に規定する連携施設その他の適

切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措

置を速やかに講じなければならない。 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第40条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第

54条第1項の規定により市が行うあっせん及び要請に対し、協力しなけれ

ばならない。 

2 特定地域型保育事業者は、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について

児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請に対し、協力し
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なければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支

給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育

施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

(特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。この

項において同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び

必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携

協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)

を適切に確保しなければならない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験

させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地

域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を

行うこと。 

(2) 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇

等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地

域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。)を提供す

ること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた

支給認定子ども(事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあって

は、第37条第2項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下

この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、

当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき、引き続き当

該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

2 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあって

は、前項の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、

適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、
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連携する障害児入所支援施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所施

設をいう。)その他の市の指定する施設を適切に確保しなければならない。 

3 事業所内保育事業を行う者であって、第37条第2項の規定により定める利

用定員が20人以上のものについては、第1項の規定にかかわらず、連携施

設の確保に当たって、同項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを

要しない。 

4 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、支

給認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において

継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子

どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならな

い。 

(利用者負担額等の受領) 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育(特別利用地域型保育及

び特定利用地域型保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第

14条において同じ。)を提供した際は、支給認定保護者から当該特定地域

型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額(当該特定地域

型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第

2項第2号に規定する市町村が定める額とし、特定利用地域型保育を提供す

る場合にあっては同項第3号に規定する市町村が定める額とする。)をい

う。)の支払を受けるものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保

護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29

条第3項第1号に掲げる額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用

の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)をいい、

当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあって

は法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超

えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)を、特定利
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用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域

型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に

要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。 

3 特定地域型保育事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定地域型保

育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要

であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。 

4 特定地域型保育事業者は、前3項の支払を受ける額のほか、特定地域型保

育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の

額の支払を支給認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する

費用 

(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用 

(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜

に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とさ

れるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当

と認められるもの 

5 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付

しなければならない。 

6 特定地域型保育事業者は、第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は、

あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を

求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者

に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第

4項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要

しない。 
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(特定地域型保育の取扱方針) 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第35条の指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前

子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなけ

ればならない。 

(特定地域型保育に関する評価等) 

第45条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それ

らの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

(運営規程) 

第46条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程(第50条において準用する第23条において「運営規

程」という。)を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 提供する特定地域型保育の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を

求める理由及びその額 

(6) 利用定員 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に

当たっての留意事項(第39条第2項に規定する選考方法を含む。) 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項 

(勤務体制の確保等) 

第47条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域
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型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域

型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼ

さない業務については、この限りでない。 

3 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

(定員の遵守) 

第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地域型保育

の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対

する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、

児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(記録の整備) 

第49条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存

しなければならない。 

(1) 第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画 

(2) 次条において準用する第12条に規定する提供した特定地域型保育に係

る必要な事項の提供の記録 

(3) 次条において準用する第19条に規定する市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

(準用) 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第
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19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業につい

て準用する。この場合において、第14条第1項中「施設型給付費(法第28条

第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)」

とあるのは「地域型保育給付費(法第30条第1項に規定する特例地域型保育

給付費を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。 

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準 

(特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場

合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1項第1号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用している同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども(次条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合にあっては当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総

数が、第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないもの

とする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして、

本章(第39条第2項及び第40条第2項を除く。)の規定を適用する。 

(特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場

合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供
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する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第1項第2号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用している同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども(前条第1項の規定により特別利用地域型保育を提供す

る場合にあっては当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総

数が、第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないもの

とする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして、

本章の規定を適用する。 

第4章 雑則 

(雑則) 

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、法の施行の日から施行する。 

(特定保育所に関する特例) 

2 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同

じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第13条第1

項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるの

は「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)をいう。)」

とあるのは「定める額をいう。)」と、同条第2項中「(法第27条第3項第1

号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替え

られた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払

を、市町村の同意を得て、」と、第19条中「施設型給付費の支給を受け、

又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定による委

-41-



託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとし

たとき」とし、第6条及び第7条の規定は適用しない。 

3 特定保育所は、市から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所にお

ける保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これ

を拒んではならない。 

(施設型給付費等に関する経過措置) 

4 特定教育・保育施設が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提

供する場合においては、当分の間、第13条第1項中「法第27条第3項第2号

に掲げる額」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する市町村が

定める額」と、「法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額」とあ

るのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市町村が定める額」と、

同条第2項中「法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該特定教

育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した

費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する内閣総理大

臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要

した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及

び同号ロに規定する市町村が定める額」と、「法第28条第2項第2号に規定

する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当

該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要

した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する内

閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保

育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の

額)及び同号ロ(2)に規定する市町村が定める額」とする。 

5 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合

においては、第43条第1項中「法第30条第2項第2号に規定する市町村が定

める額」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する市町村が定

める額」と、同条第2項中「法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣
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が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型

保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要

した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する内

閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地

域型保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要

した費用の額)及び同号イ(2)に規定する市町村が定める額」とする。 

(利用定員に関する経過措置) 

6 小規模保育事業Ｃ型にあっては、この条例の施行の日から起算して5年を

経過する日までの間、第37条第1項中「6人以上10人以下」とあるのは「6

人以上15人以下」とする。 

(連携施設に関する経過措置) 

7 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第

59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第42条第1項の規定にかかわらず、この

条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、連携施設を確保

しないことができる。 
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議案第 ７１ 号 

 

燕市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の制定について 

 

燕市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 

平成２６年１２月１１日 提 出 

燕 市 長  鈴 木   力 

 

 

 

 

記 
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燕市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

第1章 総則(第1条―第21条) 

第2章 家庭的保育事業(第22条―第26条) 

第3章 小規模保育事業 

第1節 通則(第27条) 

第2節 小規模保育事業Ａ型(第28条―第30条) 

第3節 小規模保育事業Ｂ型(第31条・第32条) 

第4節 小規模保育事業Ｃ型(第33条―第36条) 

第4章 居宅訪問型保育事業(第37条―第41条) 

第5章 事業所内保育事業(第42条―第48条) 

第6章 雑則(第49条) 

附則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」とい

う。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定めるものとする。 

(最低基準の目的) 

第2条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、家庭的保育

事業等（法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同

じ。）を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り、法第6条

の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号

の規定に基づき保育が必要と認められる児童にあって満3歳以上のものに

ついて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下

「利用乳幼児」という。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、

かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家

庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供
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することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとす

る。 

(最低基準の向上) 

第3条 市長は、燕市子ども・子育て会議条例(平成26年燕市条例第13号)第1

条に規定する燕市子ども・子育て会議の意見を聴き、その監督に属する家

庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、

最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することが

できる。 

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

(最低基準と家庭的保育事業者等) 

第4条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運

営の水準を向上させなければならない。 

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者

等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては

ならない。 

(家庭的保育事業者等の一般原則) 

第5条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、

一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児

の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切

に説明するよう努めなければならない。 

3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその

改善を図らなければならない。 

4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それら

の結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条

第2号、第14条第2項及び第3項、第15条第1項並びに第16条において同

じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設

備を設けなければならない。 
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6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生

及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければ

ならない。 

(保育所等との連携) 

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問

型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第7条第1項、第14条第1項

及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項か

ら第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実

に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳

以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条

第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号に

おいて同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係

る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」と

いう。)を適切に確保しなければならない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な

提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内

容に関する支援を行うこと。 

(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等

により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等

に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

(事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をい

う。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその他の

乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育の提供

の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続

き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

(家庭的保育事業者等と非常災害) 

第7条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非

常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立
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て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、

これを行わなければならない。 

(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件) 

第8条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健

全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のあ

る者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受

けた者でなければならない。 

(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等) 

第9条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそ

れぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及

び向上に努めなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。 

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準) 

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するとき

は、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設

置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、

保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する

職員については、この限りでない。 

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則) 

第11条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分、障

害又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをして

はならない。 

(虐待等の禁止) 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。 

(懲戒に係る権限の濫用禁止) 
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第13条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第47条第3項の規定に

より懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは、

身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

(衛生管理等) 

第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び飲

用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講

じなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症及び食中毒

が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

3 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるととも

に、その管理を適正に行わなければならない。 

4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状

態について、必要な管理を行わなければならない。 

5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品につい

て、衛生的な管理に努めなければならない。 

(食事) 

第15条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭

的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により、当該家庭的保育

事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室

において調理する方法を含む。)により行わなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立

は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を

含有するものでなければならない。 

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養

並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならな

い。 

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営
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む力の育成に努めなければならない。 

(食事の提供の特例) 

第16条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項

の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事

の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)におい

て調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。

この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について

当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うこ

とが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなけ

ればならない。 

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあ

り、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るよ

うな体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、市等の栄養士により、献

立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士

による必要な配慮が行われること。 

(3) 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十

分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有

する者とすること。 

(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、

アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼

児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。 

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育

及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する

計画に基づき食事を提供するよう努めること。 

2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 

(1) 連携施設 

(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模

保育事業（法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同
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じ。）若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機

関等 

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸

学校又は同法第6条に規定する共同調理場 

(利用乳幼児及び職員の健康診断) 

第17条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、

少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全

法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならな

い。 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等におけ

る乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行わ

れた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診

断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保

育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結

果を把握しなければならない。 

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果について必要な事項を母子健康

手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ

保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置の解除又は停止する等の

必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。 

4 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食

事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。 

(家庭的保育事業所等の運営規程) 

第18条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 提供する保育の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 
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(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

(6) 乳児、幼児の区分ごとの利用定員 

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当

たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項 

(家庭的保育事業所等に備える帳簿) 

第19条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇

の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 

(秘密保持等) 

第20条 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

(苦情への対応) 

第21条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はそ

の保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法

第24条第6項の規定による措置に係る市から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

第2章 家庭的保育事業 

(設備の基準) 

第22条 家庭的保育事業は、次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その

他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げ

る要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条において「家
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庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。 

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。 

(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児

が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき

3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。 

(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。 

(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。 

(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近

にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。 

(6) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メート

ル以上であること。 

(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を

定期的に実施すること。 

(職員) 

第23条 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱

託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

(1) 調理業務の全部を委託する場合 

(2) 第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 

2 家庭的保育者（法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。

以下同じ。）は、市長が行う研修(市長が指定する新潟県知事その他の機

関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及

び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。 

(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

(2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しな

い者 

3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。

ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定
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する新潟県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、

家庭的保育者を補助するものをいう。第34条第2項において同じ。)ととも

に保育する場合には、5人以下とする。 

(保育時間) 

第24条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、

乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事

業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)が定

めるものとする。 

(保育の内容) 

第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に

準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等

に応じた保育を提供しなければならない。 

(保護者との連絡) 

第26条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡を

取り、保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努め

なければならない。 

第3章 小規模保育事業 

第1節 通則 

(小規模保育事業の区分) 

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型及び

小規模保育事業Ｃ型とする。 

第2節 小規模保育事業Ａ型 

(設備の基準) 

第28条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所(以下「小規模保育事業所Ａ型」

という。)の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所Ａ型に

は、乳児室及びほふく室、調理設備及び便所を設けること。 

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき乳児室
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1.65平方メートル以上、ほふく室3.3平方メートル以上であること。 

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所Ａ型には、保育室又

は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべ

き場所を含む。次号並びに第33条第4号及び第5号において同じ。)、調

理設備及び便所を設けること。 

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル

以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき3.3平方メートル以

上であること。 

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を

2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に

設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建

築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の

中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が1以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

2 階 常用 1 屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 123 条

第 1 項各号又は同条第 3 項各号に規定する構造の屋内

階段 

2 待避上有効なバルコニー 

3 建築基準法第 2 条第 7 号の 2 に規定する準耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

4 屋外階段 
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3 階 常用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第 2 条第 7 号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路又はこれに準ずる設備 

3 屋外階段 

4 階以上の

階 

常用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第 123 条第 2 項各号に規定する構

造の屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段。(ただし、同条第

1 項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の

1 階から保育室等が設けられている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かっ

て開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第 3 項

第 1 号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるものその他有効に排煙することができると認めら

れるものに限る。)を有する付室を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第 3 項第 2 号、第 3 号及び第 9 号

を満たすものとする。) 

2 建築基準法第 2 条第 7 号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路 

3 建築基準法施行令第 123 条第 2 項各号に規定する構

造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保

育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるよ
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うに設けられていること。 

エ 小規模保育事業所Ａ型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該

当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と小規模

保育事業所Ａ型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する

耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定す

る特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖

房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこ

れに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設

けられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、

当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じら

れていること。 

オ 小規模保育事業所Ａ型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを

不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転

落事故を防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備

が設けられていること。 

ク 小規模保育事業所Ａ型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものに

ついて防炎処理が施されていること。 

(職員) 

第29条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型

又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事

業所Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合

計数に1を加えた数以上とする。 

(1) 乳児及び満2歳に満たない幼児 おおむね3人につき1人 

-57-



(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3

第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同

じ。) 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ａ型に勤務する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

(準用) 

第30条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業Ａ型について準用

する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び

第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保

育事業Ａ型を行う者(第30条において準用する次条及び第26条において

「小規模保育事業者(Ａ型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭

的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(Ａ型)」とする。 

第3節 小規模保育事業Ｂ型 

(職員) 

第31条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所(以下「小規模保育事業所Ｂ型」

という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修

(市長が指定する新潟県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した

者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所Ｂ型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模

保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に

定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士と

する。 

(1) 乳児及び満2歳に満たない幼児 おおむね3人につき1人 

(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 
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(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3

第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同

じ。) 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ｂ型に勤務する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

(準用) 

第32条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模保育事業Ｂ型に

ついて準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者

(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは

「小規模保育事業Ｂ型を行う者(第32条において準用する次条及び第26条

において「小規模保育事業者(Ｂ型)」という。)」と、第25条及び第26条

中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(Ｂ型)」と、第28

条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模保育事業所Ｂ型」とす

る。 

第4節 小規模保育事業Ｃ型 

(設備の基準) 

第33条 小規模保育事業Ｃ型を行う事業所(以下「小規模保育事業所Ｃ型」

という。)の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所Ｃ型に

は、乳児室及びほふく室、調理設備及び便所を設けること。 

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき乳児室

1.65平方メートル以上、ほふく室3.3平方メートル以上であること。 

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所Ｃ型には、保育室又

は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。 

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メー

トル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル
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以上であること。 

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第28条第7号に掲げる要件に該当

するものであること。 

(職員) 

第34条 小規模保育事業所Ｃ型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所Ｃ型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模

保育事業所Ｃ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。

ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、

5人以下とする。 

(利用定員) 

第35条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第6条の3第10項の規定にかかわらず、

その利用定員を6人以上10人以下とする。 

(準用) 

第36条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業Ｃ型について準用

する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び

第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保

育事業Ｃ型を行う者(第36条において準用する次条及び第26条において

「小規模保育事業者(Ｃ型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭

的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(Ｃ型)」とする。 

第4章 居宅訪問型保育事業 

(居宅訪問型保育事業) 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものと

する。 

(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認めら

れる乳幼児に対する保育 

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第5項又は第46条
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第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育 

(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育 

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第

6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び

深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の

状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳

幼児に対する保育 

(設備及び備品) 

第38条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を

行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必

要な設備及び備品等を備えなければならない。 

(職員) 

第39条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することがで

きる乳幼児の数は1人とする。 

(居宅訪問型保育連携施設) 

第40条 居宅訪問型保育事業者は、第37条第1号に規定する乳幼児に対する

保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適

切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連

携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その

他の市の指定する施設(この条において「居宅訪問型保育連携施設」とい

う。)を適切に確保しなければならない。 

(準用) 

第41条 第24条から第26条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用

する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び

第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問

型保育事業者」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは

「居宅訪問型保育事業者」とする。 

第5章 事業所内保育事業 

(利用定員の設定) 
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第42条 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事

業者」という。)は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、

ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市が

定める乳幼児の数以上の定員枠を設けなくてはならない。 

利用定員数 その他の乳児又は幼児の数 

1 人以上 5 人以下 1 人 

6 人以上 7 人以下 2 人 

8 人以上 10 人以下 3 人 

11 人以上 15 人以下 4 人 

16 人以上 20 人以下 5 人 

21 人以上 25 人以下 6 人 

26 人以上 30 人以下 7 人 

31 人以上 40 人以下 10 人 

41 人以上 50 人以下 12 人 

51 人以上 60 人以下 15 人 

61 人以上 70 人以下 20 人 

71 人以上 20 人 

 (設備の基準) 

第43条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、

第45条及び第46条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行

う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、

次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事

業所には、乳児室及びほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所

内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊

事場を含む。第5号において同じ。)並びに便所を設けること。 

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき乳児室
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1.65平方メートル以上、ほふく室3.3平方メートル以上であること。 

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

(4) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要

と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあって

は、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所

型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型

事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。

次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。 

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル

以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上

であること。 

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

(7) 保育室等を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室

等を3階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するもので

あること。 

ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3

に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の

中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が1以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

2 階 常用 1 屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 待避上有効なバルコニー 

3 建築基準法第 2 条第 7 号の 2 に規定する準耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 
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4 屋外階段 

3 階 常用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第 2 条第 7 号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路又はこれに準ずる設備 

3 屋外階段 

4 階以上の

階 

常用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第 123 条第 2 項各号に規定する構

造の屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第 123 条第 1 項各号又は同条第 3

項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第 1

項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の 1

階から保育室等が設けられている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かっ

て開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第 3 項

第 1 号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるものその他有効に排煙することができると認めら

れるものに限る。)を有する付室を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第 3 項第 2 号、第 3 号及び第 9 号

を満たすものとする。 

2 建築基準法第 2 条第 7 号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路 

3 建築基準法施行令第 123 条第 2 項各号に規定する構

造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保
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育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるよ

うに設けられていること。 

エ 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれか

に該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と保

育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に

規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項

に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、

換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部

分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている

こと。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設

けられていること。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、

当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられ

ていること。 

オ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕

上げを不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転

落事故を防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備

が設けられていること。 

ク 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性の

ものについて防炎処理が施されていること。 

(職員) 

第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所

内保育事業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する

保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合
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計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回

ることはできない。 

(1) 乳児及び満2歳以下の幼児 おおむね3人につき1人 

(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3

第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同

じ。) 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所に勤務する保健師又は看護師を1人に限り、保育士とみなすこ

とができる。 

(連携施設に関する特例) 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に

当たって、第6条第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。 

(準用) 

第46条 第24条から第26条までの規定は、保育所型事業所内保育事業につい

て準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次

条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保

育所型事業所内保育事業を行う者(第46条において準用する次条及び第26

条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条及び

第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業

者」とする。 

(職員) 

第47条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以下この条

及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所

(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)

には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指

定する新潟県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下こ

の条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなけれ
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ばならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事

業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型

事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

(1) 乳児及び満2歳未満の幼児 おおむね3人につき1人 

(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3

第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同

じ。) 

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所に勤務する保健師又は看護師を1人に限り、保育士とみなすこ

とができる。 

(準用) 

第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模型事業所内保育

事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を

行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とある

のは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第48条において準用する次条

及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第

25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保

育事業者」と、第28条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模型

事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設

備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場

に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と、同条第4

号中「次号」とあるのは「第48条において準用する第28条第5号」とする。 

第6章 雑則 

(雑則) 

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から

施行する。 

(食事の提供の経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日において現に存する法第39条第1項に規定する

業務を目的とする施設若しくは事業を行う者が、施行日後に家庭的保育事

業等の認可を得た場合においては、この条例の施行の日から起算して5年

を経過する日までの間は、第15条、第22条第4号(調理設備に係る部分に限

る。)、第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第28条第1号(調理

設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条において準用する場合を含

む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条におい

て準用する場合を含む。)、第29条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、

第31条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第33条第1号(調理設備に

係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)、第34条第1

項本文(調理員に係る部分に限る。)、第43条第1号(調理室に係る部分に限

る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)、第44条第1項本文(調理員に

係る部分に限る。)並びに第47条第1項本文(調理員に係る業務に限る。)の

規定は、適用しないことができる。 

(連携施設に関する経過措置) 

3 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第6条第1項本文の規

定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して5年を経過する日まで

の間、連携施設の確保をしないことができる。 

(小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置) 
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4 第31条及び第47条の規定の適用については、第23条第2項に規定する家庭

的保育者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は、この条例の施行

の日から起算して5年を経過する日までの間、第31条第1項及び第47条第1

項に規定する保育従事者とみなす。 

(利用定員に関する経過措置) 

5 小規模保育事業Ｃ型にあっては、第35条の規定にかかわらず、この条例

の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、その利用定員を6人以

上15人以下とすることができる。 
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     議案第 ７２ 号 

 

燕市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の制定について 

 

 燕市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を

次のように制定するものとする。 

 

平成２６年１２月１１日 提 出 

燕 市 長  鈴 木   力 

 

 

 

 

記 
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燕市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

   例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。 

)第34条の8の2第1項の規定に基づき、市の区域内の放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるもの

とする。 

(最低基準の目的) 

第2条 最低基準は、市長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用し

ている児童(以下「利用者」という。)が、明るくて衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健

やかに育成されることを保障するものとする。 

(最低基準の向上) 

第3条 市長は、燕市子ども・子育て会議条例(平成26年燕市条例第13号)に

第1条に規定する燕市子ども・子育て会議の意見を聴き、その監督に属す

る放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」

という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよ

うに勧告することができる。 

2 市長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

(最低基準と放課後児童健全育成事業者) 

第4条 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備

及び運営を向上させなければならない。 

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育

成事業者においては、最低基準を理由にして、その設備又は運営を低下さ

せてはならない。 

(放課後児童健全育成事業の一般原則) 

第5条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児
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童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家

庭、地域等の連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能とな

るよう、当該児童の自主的、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣

の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行

わなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、

一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童

の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課

後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければなら

ない。 

4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行

い、その結果を公表するよう努めなければならない。 

5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」

という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対

する危害防止に十分な考慮を払って設けなければならない。 

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策) 

第6条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口そ

の他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計

画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければなら

ない。 

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に係る訓練は、定期的にこれを行わな

ければならない。 

(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件) 

第7条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、

健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意の

ある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を

受けた者でなければならない。 

(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等) 
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第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の

健全な育成を図るために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努め

なければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研

修の機会を確保しなければならない。 

(設備の基準) 

第9条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並

びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」

という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

2 専用区画の面積は、児童1人つきおおむね1.65平方メートル以上でなけれ

ばならない。 

3 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区

画等」という。)は、専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するもの

でなければならない。 

4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。 

(職員) 

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、

放課後児童支援員を2人以上置かなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業における支援を行う際の放課後児童支援員の数

は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員

(放課後児童指導員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者を

いう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。 

3 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する者であって、新潟県知事

が行う研修を修了したものでなければならない。 

(1) 保育士の資格を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校

令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学
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校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認めら

れた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の

課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号

において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事

業に従事したもの 

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中

等教育学校の教諭となる資格を有する者 

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による

大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術

学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した者 

(6) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による

大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術

学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優

秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により

大学院への入学が認められた者 

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育

学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当

する課程を修めて卒業した者 

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学

若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した者 

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に

類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの 

4 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、

その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをい

い、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。 

5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供
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に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童

健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補

助者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合そ

の他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

(利用者を平等に取り扱う原則) 

第11条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分

によって、差別的取り扱いをしてはならない。 

(虐待等の禁止) 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10

各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

(衛生管理等) 

第13条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の利用する設備、食器等又は

飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備える

とともに、それらの管理を適正に行わなければならない。 

(運営規程) 

第14条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておか

なければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(3) 開所している日及び時間 

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額 

(5) 利用定員 
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(6) 通常の事業の実施地域 

(7) 事業の利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他事業の運営に関する重要事項 

(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿) 

第15条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇

の状況を明らかにする帳簿を整理しておかなければならない。 

(秘密保持等) 

第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由なく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由なく、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

(苦情への対応) 

第17条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又は

その保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならない。 

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条

に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査に

できる限り協力しなければならない。 

(開所時間及び日数) 

第18条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所す

る時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間以

上を原則として、市内における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の
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終了時刻その他の状況等を考慮して、当該放課後児童健全育成事業所ごと

に定めるものとする。 

 (1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時 

  間 

 (2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日

につき3時間 

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日

数について、1年につき250日以上を原則として、市内における児童の保護

者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該放

課後児童健全育成事業所ごとに定めるものとする。 

(保護者との連絡) 

第19条  放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡を

とり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につ

き、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

(関係機関との連携) 

第20条 放課後児童健全育成事業者は、市、児童福祉施設、利用者の通学す

る小学校等関係機関と密接に連携し利用者の支援に当たらなければならな

い。 

(事故発生時の対応) 

第21条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事

故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

(雑則) 

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 
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1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から

施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に行われている放課後児童健全育成事業の用に供

している建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含

む。)(第9条第2項に規定する基準に適合するものを除く。)について、同

項の規定は、当該建物の増築、改築等構造の変更が行われるまでの間、適

用しない。 

3 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、第10条第3項の規定

の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの

(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とす

る。 

4 この条例の施行の際、現に行われている放課後児童健全育成事業につい

て、第10条第第４項の規定を適用する場合においては、当分の間、最大70

人までとする。 
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議案第 ７３ 号 

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記  

 

 

１．施 設 名 

 (1) 所在地 燕市吉田東栄町１４番１２号 

 (2) 名 称 燕市吉田産業会館 

 

２．指定管理者 

 (1) 所在地 燕市吉田西太田１６０２番地４ 

 (2) 名 称 有限会社ネットワーク・ジャパン 

 (3) 代表者 代表取締役 相 田   忍 

 

３．指定の期間 

   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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議案第 ７４ 号 

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記  

 

 

１．施 設 名 

 (1) 所在地 燕市大曲３３７５番地 

 (2) 名 称 燕市交通公園 

 

２．指定管理者 

 (1) 所在地 新潟市中央区神道寺２丁目２番１０号 

 (2) 名 称 交通公園運営グループ 

 (3) 代表者 荒 川 義 克 

 

３．指定の期間 

   平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
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議案第 ７５ 号 

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記  

 

 

１．施 設 名 

 (1) 所在地 燕市大保４６６番地 

 (2) 名 称 吉田ふれあい広場 

 

２．指定管理者 

 (1) 所在地 新潟市中央区神道寺２丁目２番１０号 

 (2) 名 称 グリーン産業株式会社 

 (3) 代表者 代表取締役 荒 川 義 克 

 

３．指定の期間 

   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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議案第 ７６ 号 

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記  

 

 

１．施 設 名 

 (1) 所在地              (2) 名 称 

  燕市粟生津６２３番地１        燕市粟生津公民館 

燕市粟生津６２３番地１        燕市粟生津体育センター 

 

２．指定管理者 

 (1) 所在地 燕市粟生津６２３番地１ 

 (2) 名 称 粟生津親栄会 

 (3) 代表者 会長 荒 木 正 美 

 

３．指定の期間 

   平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 
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議案第 ７７ 号 

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記  

 

 

１．施 設 名 

 (1) 所在地              (2) 名 称 

  燕市佐渡山４１３０番地１       燕市吉田北公民館 

燕市佐渡山４１３０番地１       燕市吉田北体育センター 

 

２．指定管理者 

 (1) 所在地 燕市佐渡山４１３０番地１ 

 (2) 名 称 吉田北友会 

 (3) 代表者 会長 竹 田 義 和 

 

３．指定の期間 

   平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 
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議案第 ７８ 号 

 

新市建設計画の変更について 

 

市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条第７項

の規定により、次のとおり新市建設計画を変更したいので議会の議決を求め

る。 

 

平成２６年１２月１１日 提 出 

燕 市 長  鈴 木   力 

 

 

 

 

記 
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新市建設計画の変更 

 

新市建設計画を次のように変更するものとする。 

 

第１章．序論 第２節 計画策定の方針 (3)計画の期間中「平成 27 年

度」を「平成 32 年度」に、「10 年間」を「15 年間」に改める。 

第８章．財政計画を次のように改める。 

第８章．財政計画 

平成 17 年２月に策定した財政計画では、新市においての長期的な財政

状況を把握するとともに、計画的な事業の実施と効率化による健全な財政

運営を行うことを目指し、合併後 10 年間（平成 18 年度から平成 27 年

度）について普通会計ベースで作成することとしていましたが、平成 26

年 12 月の全体計画の変更にあたり、合併後 15 年間（平成 18 年度から平

成 32 年度）の財政計画に更新することとしました。 

  このことから、歳入歳出の各項目の積算にあたっては、平成 18 年度か

ら平成 25 年度までは決算、平成 26 年度は予算ベースの数値に置き換え、

平成 27 年度から平成 32 年度まではこれまでの実績等を基に、新市建設

計画における主要プロジェクトの事業費や制度調整に伴う影響分を合併に

伴う財政支援措置とともに反映させています。 

第１節 前提条件の概要 

(1) 歳入 

① 地方税 

   市民税個人分は、人口の増減などを見込んで算定しており、法人分は、

過去の実績を基に横ばいで算定しています。また、固定資産税は、合併

当初時の評価替えで近年の傾向を反映させて減額を見込んでおり、その

後は横ばいで算定しています。その他の地方税は、過去の実績を基に横

ばいで算定しています。 

② 地方譲与税 
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   地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税は、過去の実績を基に横ばい

で算定しています。 

③ 地方消費税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金 

過去の実績を基に横ばいで算定しています。 

④ 地方交付税 

合併特例債の償還額に対する算入など財政支援措置分等を別途加算して

います。 

⑤ 分担金及び負担金・使用料及び手数料 

過去の実績を基に横ばいで算定しています。 

⑥ 国庫支出金・県支出金 

   投資的経費通常分及び扶助費に係る補助・負担金を歳出と連動させて

算出しており、その他分は過去の実績を基に横ばいで算定しています。

また、主要プロジェクトに掲げられている個々の事業の概算補助金分を

積み上げたものを加算しています。 

⑦ 財産収入 

過去の実績を基に横ばいで算定しています。 

⑧ 繰入金 

   投資的経費（主要プロジェクト掲載事業分）に係る財源として、また、

財源不足の補てんのために特定目的基金や財政調整基金等の取り崩し額

を年次別に算定しています。 

⑨ 諸収入 

過去の実績を基に横ばいを基本として算定しています。 

⑩ 地方債 

   毎年度の投資的経費通常分の一定割合を見込んで算定しています。そ

のほかに主要プロジェクトに掲げられている個々の事業の新規起債分

（合併特例債等）を積み上げ、臨時財政対策債とともに加算しています。 

⑪ その他の歳入 
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   寄付金、各種交付金（利子割交付金・配当割交付金等）については、

過去の実績等を基に横ばいで算定しています。そのほか、合併に伴う制

度調整の影響額を見込んで算定しています。 

(2) 歳出 

① 人件費 

職員の減員分について類似団体を参考に見込むとともに、議員、特別

職、各種委員の削減分を見込んで算定しています。また、合併に伴う一

部事務組合への影響について考慮しています。 

② 物件費 

   合併のスケールメリットによる効率化分について、類似団体を参考に

経費減を見込んで算出しています。 

③ 扶助費 

少子高齢化による影響と現２町分の生活保護費の増額分を見込んで算

出しています。 

④ 補助費等 

   基本的には、過去の実績を基に特殊事情を除いて横ばいで算定してい

ます。また、合併に伴う一部事務組合への影響について考慮するととも

に主要プロジェクトの一部事務組合事業に対する負担金を加算していま

す。 

⑤ 公債費 

   既発行分の地方債の償還額に、合併特例債、臨時財政対策債などを含

む新規起債分の償還額を加えて算定しています。 

⑥ 投資・出資・貸付金 

過去の実績を基に横ばいで算定しています。 

⑦ 繰出金 

   後期高齢者医療特別会計や介護保険事業特別会計への繰出金について

は、高齢者人口の増加に連動させて増額を見込んでおり、公共下水道事

業特別会計への繰出金も事業の進捗状況に応じた額を見込んで算出して
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います。なお、各特別会計への事務費繰出金については、人件費等の削

減効果を見込んでいます。 

⑧ 投資的経費 

   主要プロジェクトに掲げられている建設事業の個々の事業費を積み上

げ、過去の実績を基とした通常事業費分と合わせて計上しています。な

お、通常事業費分については、合併に伴う主要建設事業を実施すること

に伴い、財政事情等を考慮して減額調整をしています。 

⑨ その他の歳出 

   維持補修費について過去の実績を基に横ばいで算定するとともに、基

金の利子収入と財源が超過した場合の基金への積立金を見込んで算定し

ています。そのほか、合併に伴う制度調整の影響額を見込んで算定して

います。 
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議案第  ７９  号  

 

市道路線の認定について  

 

 次のとおり、市道路線の認定をするものとする。  

 

              平成２６年１２月１１日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

 

記 

 

＜案＞ 
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整理
番号

路 線 名 起　　　点 終　　　点 延長（ｍ）

1 水道町四丁目32号線 燕市水道町四丁目680番3 燕市水道町四丁目681番6 45

市道路線認定調書
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市道路線認定図 縮尺 1：10,000

拡大図 縮尺 1：2,500
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